
 

 



 

 
（役員の選任) 

   第２１条 理事及び監事は，社員総会の決議によって選任する。 

２ 代表理事及び業務執⾏理事は，理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

4 



３ 各理事について、当該理事及びその配偶者⼜は 3 親等内の親族その他特別の関係があ 

る者である理事の合計数が，理事の総数の 3 分の 1 を超えないものとする。 

４ 他の同⼀の団体の理事⼜は使⽤⼈である者その他これに準ずる相互に密接な関係に 

ある者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えないものとする。 

 

 



  



 

 
 


